
米子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」とい

う。）の実施に関し、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）並びに地域支援

事業実施要綱（平成１８年６月９日付け老発第０６０９００１号厚生労働省老健

局長通知）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（事業の目的）

第２条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体

が参画して多様なサービスを充実することにより、地域において支え合うことが

できる体制の構築を推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援

等を可能とすることを目的とする。

（定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

（１）要支援者等 法第７条第４項に規定する要支援者に相当する者をいう。

（２）旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備

法」という。）第５条による改正前の法第８条の２第２項に規定する介護予防

訪問介護をいう。

（３）旧介護予防通所介護 整備法第５条による改正前の法第８条の２第７項に規

定する介護予防通所介護をいう。

（４）事業対象者 介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２号の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）様式第

１（以下「基本チェックリスト」という。）に記入された内容が同基準様式第

２に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

２ 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法及び地域支

援事業実施要綱において使用する用語の例による。

（事業の内容）

第４条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

（１）介護予防・生活支援サービス事業

ア 訪問型サービス

（ア）訪問介護員等によるサービス（旧介護予防訪問介護に相当するサービス

をいう。以下同じ。）

（イ）共生型訪問型サービス（指定居宅介護事業者（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７

１号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。）第５条第１項に規

定する指定居宅介護事業者をいう。別表において同じ。）及び重度訪問介



護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下（イ）において「障害者総合支援法」とい

う。）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。）に係る

指定障害福祉サービス（障害者総合支援法第２９条第１項に規定する指定

障害福祉サービスをいう。第１２条第２項第１号において同じ。）の事業

を行う者が行う旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同

じ。）

イ 通所型サービス

（ア）通所介護事業者の従事者によるサービス（旧介護予防通所介護に相当す

るサービスをいう。以下同じ。）

（イ）通所型サービスＢ（住民を主体とした有償又は無償のボランティア等の

活動として、利用者が定期的に通所することができる場所を提供すること

により実施される介護予防及びフレイル予防に資する支援をいう。以下同

じ。）

（ウ）通所型サービスＣ（保健・医療の専門職により提供される、３か月から

６か月までの短期間で行われるサービスをいう。以下同じ。）

（エ）共生型通所型サービス（指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等

基準第７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。別表において

同じ。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基

準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。

別表において同じ。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉

サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事

業者をいう。別表において同じ。）、指定児童発達支援事業者（児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成２４年厚生労働省令第１５号。以下この号及び第１２条第５項第１号に

おいて「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童

発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下

（エ）において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指

定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１２条第５

項第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。別表において同じ。）

及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項

に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障

害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援

基準第６５条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第１２条第５

項第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。別表において同じ。）

が行う旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。）

ウ その他生活支援サービス

エ 介護予防ケアマネジメント



（ア）ケアマネジメントＡ（介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。）

（イ）ケアマネジメントＢ（サービス担当者会議やモニタリングを省略したケ

アマネジメントをいう。）

（ウ）ケアマネジメントＣ（基本的にサービスの利用の開始時のみに行うケア

マネジメントをいう。）

（２）一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

（総合事業の実施方法）

第５条 総合事業のうち、訪問介護員等によるサービス、共生型訪問型サービス、

通所介護事業者の従事者によるサービス、通所型サービスＣ及び共生型通所型サ

ービスについては、指定事業者により実施する。

２ 総合事業のうち、通所型サービスＢについては、地域において住民が主体とな

って活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体その他市長が適当と認

める者（次条において「住民ボランティア等の団体」という。）により実施する。

（補助等により実施するサービス）

第５条の２ 市は、通所型サービスＢを実施する住民ボランティア等の団体に対し、

当該通所型サービスＢに係る活動に必要な経費を補助し、又は助成するものとす

る。

（指定事業者が行う事業に要する費用の額）

第６条 第５条第１項の規定により指定事業者により実施する総合事業（以下「指

定事業者が行う事業」という。）に要する費用の額は、別表の左欄に掲げる事業

の区分に応じ、同表の中欄に定める単位数に、同表の右欄に定める１単位の単価

を乗じて算定するものとする。

（第１号事業支給費の額）

第７条 指定事業者が行う事業に係る第１号事業支給費の額は、前条に定めるとこ

ろにより算定した費用の額（その額が現に当該指定事業者が行う事業に要した費

用の額を超えるときは、当該現に指定事業者が行う事業に要した費用の額とす

る。）の１００分の９０（当該指定事業者が行う事業の利用者が、第１号被保険

者であって、かつ、法第５９条の２第１項に規定する政令で定めるところにより

算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合には、１００

分の８０、同条第２項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が

同項に規定する政令で定める額以上である場合には、１００分の７０）に相当す

る額とする。

（支給限度額）

第８条 要支援者が総合事業を利用する場合は、法第５５条第１項の規定により、

支給限度額を算定するものとする。

２ 事業対象者が指定事業者が行う事業を利用する場合は、居宅介護サービス費等



区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年

厚生省告示第３３号）第２号イに定める単位数により支給限度額を算定するもの

とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに定める単位数により算定

することができる。

（高額介護予防サービス費等相当額の支給）

第９条 市は、指定事業者が行う事業について、法第６１条第１項の高額介護予防

サービス費及び法第６１条の２第１項の高額医療合算介護予防サービス費に相当

する額（以下「高額介護予防サービス費等相当額」という｡）を支給するものとす

る。

２ 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サー

ビス費等相当額の支給については、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）第２９条の２の２及び第２９条の３の規定を準用する。

（指定事業者の指定）

第１０条 通所型サービスＣに係る指定事業者の指定は、介護予防通所介護事業者

の従事者によるサービスに係る指定事業者の指定又は介護予防通所リハビリテー

ションに係る法第５３条第１項本文の指定若しくは介護予防認知症対応型通所介

護に係る法第５４条の２第１項本文の指定を受けている者に対し、行うものとす

る。

２ 市長は、本市における総合事業の供給量がその見込量を超過する場合その他本

市における総合事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認めら

れる場合は、指定事業者の指定をしないことができる。

（指定の有効期間）

第１１条 介護保険法施行規則第１４０条の６３の７の市が定める期間は、次に掲

げる指定事業者の指定の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

（１）次号及び第３号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 ６年

（２）整備法附則第１３条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る

指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定

３年

（３）通所型サービスＣに係る指定事業者の指定（平成２９年３月３１日までに行

うものに限る。） 当該指定事業者の指定の日から平成３０年３月３１日まで

（指定事業者が行う事業に関する基準）

第１２条 訪問介護員等によるサービスは、介護保険法施行規則等の一部を改正す

る省令（平成２７年厚生労働省令第４号）附則第２条第３号又は第４条第３号の

規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下この条に

おいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。）に定める基準のうち、旧介

護予防訪問介護に係る基準に従って行わなければならない。この場合において、

旧指定介護予防サービス等基準第３７条第２項中「２年間」とあるのは、「５年

間」とする。



２ 共生型訪問型サービスは、次の各号に定める基準に従って行わなければならな

い。

⑴ 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第５条１項に規定する指

定居宅介護事業所をいう。別表において同じ。）又は重度訪問介護に係る指定

障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所（以下この号におい

て「指定居宅介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定居宅介護

事業所等が提供する指定居宅介護（指定障害福祉サービス等基準第４条第１項

に規定する指定居宅介護をいう。）又は重度訪問介護（以下この号及び別表に

おいて「指定居宅介護等」という。）の利用者の数を指定居宅介護等の利用

者、共生型訪問型サービスの利用者及び共生型訪問介護（指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以

下この条において「指定居宅サービス等基準」という。）第３９条の２に規定

する共生型訪問介護をいう。）の利用者の数の合計数であるとした場合におけ

る当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

⑵ 共生型訪問型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指

定訪問介護事業所（指定居宅サービス等基準第５条第１項に規定する指定訪問

介護事業所をいう。）その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているこ

と。

⑶ 旧指定介護予防サービス等基準第４条、第５条（第１項を除く）、第６条及

び第８条から第４０条までの規定に従って行うこと。この場合において、旧指

定介護予防サービス等基準第３７条第２項中「２年間」とあるのは、「５年

間」とする。

３ 通所介護事業者の従事者によるサービスは、旧指定介護予防サービス等基準に

定める基準のうち、旧介護予防通所介護に係る基準に従って行わなければならな

い。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項中「２

年間」とあるのは、「５年間」とする。

４ 通所型サービスＣは、市長が別に定める基準に従って行わなければならない。

５ 共生型通所型サービスは、次の各号に定める基準に従って行わなければならな

い。

⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定す

る指定生活介護事業所をいう。別表において同じ。）、指定自立訓練（機能訓

練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自

立訓練（機能訓練）事業所をいう。別表において同じ。）、指定自立訓練（生

活訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する指

定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。別表において同じ。）、指定児童発達

支援事業所（指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業

所をいう。別表において同じ。）、又は指定放課後等デイサービス事業所（指

定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所を

いう。別表において同じ。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」



という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活

介護（指定障害福祉サービス等基準第７７条に規定する指定生活介護をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１５５条

に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）

（指定障害福祉サービス等基準第１６５条に規定する指定自立訓練（生活訓

練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下この

号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利

用者、共生型通所型サービスの利用者及び共生型通所介護（指定居宅サービス

等基準第１０５条の２に規定する共生型通所介護をいう。）の利用者又は共生

型地域密着型通所介護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。次号において指定地域密着

型サービス基準という。）第３７条の２に規定する共生型地域密着型通所介護

をいう。）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護

事業所等として必要とされる数以上であること。

⑵ 共生型通所型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指

定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する指定通

所介護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型

サービス基準第２０条第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をい

う。）その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

⑶ 旧指定介護予防サービス等基準第９６条、第９８条、第９９条第４項及び第

１００条から第１１１条までの規定に従って行うこと。この場合において、旧

指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項中「２年間」とあるのは、「５

年間」とする。

（本市の区域外の事業所に係る特例)

第１３条 第６条、第７条及び前条の規定にかかわらず、本市の区域外にある事業

所（市長が行った指定事業者の指定に係るものに限る。）において指定事業者が

行う事業が行われる場合において、市長が適当であると認めるときは、当該指定

事業者が行う事業に要する費用の額、当該指定事業者が行う事業に係る第１号事

業支給費の額及び当該指定事業者が行う事業に関する基準は、当該事業所の所在

する市町村（特別区を含む。）の長が定めるところによるものとする。

（事業の委託）

第１４条 市長は、総合事業（指定事業者が行う事業及び通所型サービスＢを除

く。）を、法第１１５条の４７第４項に規定する厚生労働省令で定める基準に適

合する者（事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントについては、同条

第１項に規定する厚生労働省令で定める者）に委託して実施することができる。

（事業対象者に対する調査等）

第１５条 事業対象者が介護予防・生活支援サービス事業を利用することができる

期間は、基本チェックリストによる調査を受けた日から起算して１年以内とする。

２ 事業対象者は、前項に定める期間の満了後においても介護予防・生活支援サー



ビス事業を利用しようとするときは、市長が定めるところにより、再度、基本チ

ェックリストによる調査を受けなければならない。

（規定外事項）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市

長が定める。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表

の規定は、この要綱の施行日（以下「施行日」という。）以後に指定事業者によ

り実施される総合事業に要する費用の額について適用し、施行日前に指定事業者

により実施された総合事業に要する費用の額については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、令和２年１月２３日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年１２月２７日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表

の規定は、この要綱の施行日以後に指定事業者により実施される総合事業に要す

る費用の額について適用し、同日前に指定事業者により実施された総合事業に要

する費用の額については、なお従前の例による。



別表（第６条関係）

事 業 の 区 分 単 位 数
１単位の
単価

訪問
型サ
ービ
ス

訪問介護員等によるサービス（標準的な
内容の指定相当訪問型サービス）

287単位／回
10円

訪問介護員等によるサービス（生活援助
が中心のサービス（所要時間20分以上45
分未満））

179単位／回

訪問介護員等によるサービス（生活援助
が中心のサービス（所要時間45分以
上））

220単位／回

訪問介護員等によるサービス（短時間の
身体介護中心のサービス）

163単位／回

共生
型訪
問型
サー
ビス

⑴ 指定居宅介護事業者が、その
事業を行う指定居宅介護事業所
において、介護福祉士、実務者
研修修了者、介護職員初任者研
修修了者、旧介護職員基礎研修
修了者、旧訪問介護員１級課程
又は旧２級課程修了者及び居宅
介護職員初任者研修課程修了者
（相当する研修課程修了者を含
む。）によるサービスを提供し
た場合

※ 訪問介護員等によるサービス
の単位数（以下「所定単位数
（訪問）」という。）の100分の
100に相当する単位数を単位数と
して算定する。

標準的な内
容の指定相
当訪問型サ
ービス

287 単位／回

生活援助が
中心のサー
ビス（所要
時間20分以
上 45 分 未
満）

179 単位／回

生活援助が
中心のサー
ビス（所要
時間45分以
上）

220 単位／回

短時間の身
体介護中心
のサービス

163 単位／回

⑵ 指定居宅介護事業者が、その
事業を行う指定居宅介護事業所
において、指定居宅介護等の提
供に当たる者として厚生労働大
臣が定めるもの（平成18年厚生
労働省告示第538号。以下「居宅
介護従業者基準」という。）第
１条第４号、第９号、第14号又
は第19号から第22号までに規定
する者によるサービスを提供し
た場合

※ 所定単位数（訪問）の100分の
70に相当する単位数を単位数と
して算定する。

標準的な内
容の指定相
当訪問型サ
ービス

201単位／回

生活援助が
中心のサー
ビス（所要
時間20分以
上 45 分 未
満）

125単位／回

生活援助が
中心のサー
ビス（所要
時間45分以
上）

154単位／回

短時間の身
体介護中心 114単位／回



のサービス

⑶ 指定居宅介護事業者が、その
事業を行う指定居宅介護事業所
において、居宅介護従業者基準
第１条第５号、第10号又は第15
号に規定する者によるサービス
を提供した場合

※ 所定単位数（訪問）の100分の
93 に相当する単位数を単位数と
して算定とする。

標準的な内
容の指定相
当訪問型サ
ービス

267 単位／回

生活援助が
中心のサー
ビス（所要
時間20分以
上 45 分 未
満）

166単位／回

生活援助が
中心のサー
ビス（所要
時間45分以
上）

205単位／回

短時間の身
体介護中心
のサービス

152 単位／回

⑷ 重度訪問介護に係る指定障害
福祉サービスの事業を行う者が
当該事業を行う事業所において
サービスを提供した場合

※ 所定単位数（訪問）の100分の
93に相当する単位数を単位数と
して算定する。

標準的な内
容の指定相
当訪問型サ
ービス

267単位／回

生活援助が
中心のサー
ビス（所要
時間20分以
上 45 分 未
満）

166単位／回

生活援助が
中心のサー
ビス（所要
時間45分以
上）

205単位／回

短時間の身
体介護中心
のサービス

152単位／回

通所
型サ
ービ
ス

通所介護事業者の従事者によるサービス 436単位／回（月４回まで）

447単位／回（月８回まで）

通所
型サ
ービ
スＣ

⑴ 運動機能向上及び口腔機能向
上プログラムを実施した場合

350単位／回

⑵ 認知症予防プログラムを実施
した場合

400単位／回

⑶ 栄養改善プログラムを実施し
た場合

100単位／回



備考

１ 訪問介護員等によるサービス、共生型訪問型サービス、通所介護事業者の従事による

サービス及び共生型通所型サービスに要する費用の加算及び減算については、地域支援

事業実施要綱別添１に定める加算及び減算について算定し、その算定の要件は、旧介護

予防訪問介護及び旧介護予防通所介護の例による。

２ 利用者が、通所介護事業者の従事者によるサービス、共生型通所型サービス又は介護

予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、

介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けて

いる間は、通所型サービスＣに係る費用は、算定しない。

３ 共生型サービス事業者が介護保険法第72条の２第１項に規定する別段の申出をして指

定を受けた場合は、所定単位数（訪問）又は所定単位数（通所）を算定する。

４ 共生型訪問型サービスの単位数等の取扱いについては、指定居宅サービスに要する費

用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に

係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について（平成12年３月１日付け老企第36号厚生省老人保健福祉局企画

課長通知。）第２の２の⒁に準ずるものとする。

共生
型通
所型
サー
ビス

⑴ 指定生活介護事業者が、その
事業を行う指定生活介護事業所
においてサービスを提供した場
合

※ 通所介護事業者の従事者によ
るサービスの単位数（以下「所
定単位数（通所）」という。）
の100分の93に相当する単位数を
単位数として算定する。

405単位／回（月４回まで）

416単位／回（月８回まで）

⑵ 指定自立訓練（機能訓練）事
業者又は指定自立訓練（生活訓
練）事業者が、その事業を行う
指定自立訓練（機能訓練）事業
所又は指定自立訓練（生活訓
練）事業所においてサービスを
提供した場合

※ 所定単位数（通所）の100分の
95に相当する単位数を単位数と
して算定する。

414単位／回（月４回まで）

425単位／回（月８回まで）

⑶ 指定児童発達支援事業者又は
指定放課後等デイサービス事業
者が、その事業を行う指定児童
発達支援事業所又は指定放課後
等デイサービス事業所において
サービスを提供した場合

※ 所定単位数（通所）の100分の
90に相当する単位数を単位数と
して算定する。

392単位／回（月４回まで）

402単位／回（月８回まで）


